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厚生労働科学研究費補助金  

【新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業】 

わが国の狂犬病予防体制の推進のための研究 

(分担)研究報告書 

 

狂犬病のリスク評価 

 

研究分担者 西浦 博 北海道大学 

研究協力者 Luis Ponce 北海道大学 

 

狂犬病については、我が国では60年以上国内での感染事例がないが、これは昭和25年に施行された

狂犬病予防法によるところが大きい。狂犬病予防法は犬の飼い主に所有する犬について以下の３つ

の義務を課している：①登録の義務、②予防注射の接種義務、③鑑札・注射済票の装着義務。これ

に基づき、自治体では犬の登録と鑑札・注射済票の交付等の事務を実施している。 

一方で、我が国における犬の飼育状況は法施行当時から大きく変わってきている。動物の愛護及び

管理に関する法律も本年６月に改正され、犬猫の販売業者にマイクロチップ（MC）の装着・登録が

義務づけられた（義務対象者以外にも努力義務が課される）。本改正に伴い、狂犬病予防法上の鑑

札装着に関し、代替措置としてMC 装着を認めることとなった。 

また、2018 年７月に公表された国際獣疫事務局（OIE）による日本の獣医組織能力の評価報告書で

は、国際基準等に比べると、日本の狂犬病に対するリスク管理措置が非常に厳しいため、費用便益

効果を含むリスク評価を実施すべきとの勧告がなされた。また、総務省による規制の簡素合理化に

関する調査（総務省行政評価 平成26 年10月14 日）では、狂犬病予防注射について実施頻度の見直

しを含めた狂犬病予防注射の在り方を見直すべきと指摘された。 

本研究においては、現行の狂犬病予防に係る規制を分析し、狂犬病予防体制を推進するための方策

を提言することを目標とする。本分担研究においては、従来の知見に追加して日本の狂犬病リスク

に関する定量的評価を実施することにより国内の感染リスクと予防接種効果について理解を深化さ

せる。 

A.研究目的 

 狂犬病については、我が国では60年以上国

内での感染事例がないが、これは昭和25年に施

行された狂犬病予防法によるところが大きい。

狂犬病予防法は犬の飼い主に所有する犬につい

て以下の３つの義務を課している：①登録の義

務、②予防注射の接種義務、③鑑札・注射済票

の装着義務。これに基づき、自治体では犬の登

録と鑑札・注射済票の交付等の事務を実施して

いる。 

一方で、我が国における犬の飼育状況は法施

行当時から大きく変わってきている。動物の愛

護及び管理に関する法律も本年６月に改正さ

れ、犬猫の販売業者にマイクロチップ（MC）の

装着・登録が義務づけられた（義務対象者以外

にも努力義務が課される）。本改正に伴い、狂

犬病予防法上の鑑札装着に関し、代替措置とし

てMC 装着を認めることとなった。 

また、2018 年７月に公表された国際獣疫事務

局（OIE）による日本の獣医組織能力の評価報告

書では、国際基準等に比べると、日本の狂犬病

に対するリスク管理措置が非常に厳しいため、

費用便益効果を含むリスク評価を実施すべきと

勧告がなされた。また、総務省による規制の簡

素合理化に関する調査（総務省行政評価 平成26 

年10月14 日）では、狂犬病予防注射について実

施頻度の見直しを含めた狂犬病予防注射の在り

方を見直すべきと指摘された。 

本研究においては、現行の狂犬病予防に係る

規制を分析し、狂犬病予防体制を推進するため

の方策を提言することを目標とする。 

 主な実施内容として、 

1）科学的知見に基づく国内の狂犬病のリスク評

価 

2）現行の狂犬病予防法における課題の抽出とそ

の対策 

3）動物の狂犬病サーベイランスに係る検査及び

情報収集体制の強化の検討 

4）動物における狂犬病ワクチン接種の現状と問

題点の抽出 

5）ヒトにおける狂犬病対策の現状と問題点の抽

出 
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上記結果をもとに明らかになった課題につい

て、狂犬病予防業務に関わる専門官等関係者を

含め検討する。 

 

B.研究方法 

本研究課題の目的は，従来の知見に追加して日

本の狂犬病リスクに関する定量的評価を実施す

ることにより国内の感染リスクと予防接種効果

について理解を深化させることである．まず，

初年度は、従来まで実施されてきた国内外の狂

犬病リスク評価に関する概要と利点・難点を整

理し解決すべき課題を発掘するために、系統的

レビューを実施した。系統的レビューへの文献

の組入れ、除外基準は、以下の 7つとした。1)

狂犬病の発生がない国における狂犬病発生のリ

スクアセスメント、2)犬から人への狂犬病伝搬

動態、3)狂犬病に特化した論文である、4)狂犬

病ワクチンの接種率が低い、もしくは接種して

いない国において犬から人への伝搬動態、5)犬

の接触率、 6)日本の狂犬病ワクチンの費用対効

果 7)日本国外での犬の接触率、狂犬病ワクチン

の費用対効果は含めない、とした。“human 

rabies transmission mathematical modeling” 

and “human rabies risk assessment” and 

“rabies human modeling”のキーワードを用い

て、PubMedで文献検索を実施した。 

 

(倫理面への配慮) 

 本研究の初年度の研究内容は、過去の狂犬病

リスク評価に関する系統的レビューであり、倫

理面への配慮を必要としなかった。今後、個体

に関わる情報を取り扱う場合には所属先（北海

道大学大学院医学研究院）の医の倫理委員会及

び共同研究先の同様の判断機関の承認を得た上

で実施していく予定である。 

 

C.研究結果 

 PubMedでの文献検索の結果、キーワード検索

により 277編、手検索により 19編の文献を抽出

した。題名、概要をレビューした結果、32編の

文献を系統的レビューの対象に選択した。以下

に文献検索の結果を図 1に示す。 

文献は主に２つに分類されることが分かった。

一つ目は国内の飼育犬の狂犬病伝播モデルとリ

スク評価に関してであり、２つ目は野生犬、も

しくは野生犬から飼育犬への狂犬病伝播モデル

とリスク評価に関する文献である。 

 

D.考察 

 これまでの狂犬病伝播動態に関するモデル研

究、リスク評価研究に関する概要を理解するこ

とができた。今後は系統的レビューの結果を参

考に数理モデルを利用した狂犬病リスクの定量

化を行う。 

 

E.結論 

 系統的レビューを実施し、これまでの狂犬病

リスク評価に関する知見を収集した。 

 

F.健康危険情報 

 なし 

 

G.研究発表 

（発表雑誌名巻号・頁・発行年なども記入） 

1. 論文発表 

なし 

2.学会発表 

なし 

 

H.知的所有権の出願・登録状況（予定を含む） 

①特許取得 

 なし 

 

②実用新案登録 

 なし 

 

③その他 

 なし 

 

図 1.系統的レビューの流れ図 
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厚生労働科学研究費補助金 

【新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業】 

わが国の狂犬病予防体制の推進のための研究 

(分担)研究報告書 

 

ヒトにおける狂犬病対策の現状と問題点の抽出 

 

研究分担者 西園 晃 大分大学 

研究協力者 福島慎二 東京医科大学 

 

令和元年度は、主に国内で海外からの帰国者に対して曝露後狂犬病治療にあたっている

医療機関、なかでも日本渡航医学会と国内主要国際空港検疫所に全面的な協力を得て、

海外動物咬傷事故症例と曝露後治療の実態調査（曝露からの時間や傷の程度や国などの

基本情報、接種スケジュール、接種ワクチンの種類、抗狂犬病グロブリン製剤の必要性

など）と、国内ワクチンメーカー、医薬品輸入業者の協力の元に現在の国内におけるワ

クチンの需給状況、海外製ワクチンの輸入実数などを調査するための準備を行った。 

 

A.研究目的 

 わが国は過去 60年間、輸入発症例な

ど一部例外を除き狂犬病患者の国内発症は

無い。ヒトにおける狂犬病対策は主に海外

渡航に際しての曝露前ワクチン接種と、海

外狂犬病流行国での動物咬傷受傷者に対す

る帰国後曝露後ワクチン接種が医療機関で

の主たる対応である。昨年末で国産ヒト用

狂犬病ワクチンの生産は終了し、令和元年

7 月からは海外製ワクチンの市場流通が始

まり、ワクチン接種のスケジュールも国際

標準化した。しかし現時点で需給に見合う

輸入量が安定的に確保できるのか、万一国

内で狂犬病の再興が見られた際に、対応で

きるヒト用ワクチンの備蓄対応や重症曝露

に対する抗狂犬病グロブリン製剤の確保な

どの、臨床現場で遭遇する可能性に対する

対応は定まっていない。このため、ヒトに

おける狂犬病対策の現状と問題点の抽出を

行うことを研究の目的とする。 

 

B.研究方法 

分担者の西園と共に日本渡航医学会の福

島慎二博士（東京医大）に研究協力者とし

て参画していただき、まず日本渡航医学会

トラベルワクチン部会主導による国内医療

機関での未承認ワクチン使用実績調査の中

で、国内未承認狂犬病ワクチンの使用・輸

入実績をアンケート調査（後ろ向き調査）

することを決定した（調査のための質問紙

の内容は別添 pdf）。本調査は東京医大倫

理委員会の承認を令和 2年度早々に取得

し、早急にデータを解析することとしてい

る。この調査を基に令和 2年度に大分大学

医学部倫理委員会の承認のもとに、海外で

咬傷曝露を受けた患者の国内でのより詳細

な曝露後治療の実態（年間の海外動物咬傷

事故症例数、曝露からの時間や傷の程度や

国などの基本情報、接種スケジュール、国

産品または輸入ワクチンの選択、抗狂犬病

グロブリン製剤の必要性など）の前向き登

録によるアンケート調査を実施する計画で

ある。これにより、国内での狂犬病発生時

に必要なワクチンがどの程度、どこに備蓄

されているかの情報が得られる。 

 また、今年度は経費の一部で我々と地場

の診断試薬メーカーとで共同開発した、狂

犬病ウイルス中和抗体価を生きた狂犬病ウ

イルスを使用しないで、安全・簡便に半定

量測定できる RAPINAテストを購入し、狂

犬病ワクチン接種後のウイルス中和抗体価

がどのくらいの期間維持されるか、その推

移を簡便に測定することでワクチンの追加

接種の有無の判断や必要性について検討す

ることとした。 

 

(倫理面への配慮) 

 国内未承認狂犬病ワクチンの使用・輸入

実績をアンケート調査に関しては、東京医

大倫理委員会の承認を令和 2年度早々に取

得し、海外で咬傷曝露を受けた患者の国内

でのより詳細な曝露後治療の実態のアンケ
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ート調査に関しては令和 2年度に大分大学

医学部倫理委員会の承認を得る予定であ

る。 

 

C.研究結果 

 現在、アンケートの実施の準備ができ

た。また、狂犬病ワクチン接種後のウイル

ス中和抗体価がどのくらいの期間維持され

るか、その推移を簡便に測定することでワ

クチンの追加接種の有無の判断や必要性に

ついて検討する準備ができた。 

 

D.考察 

 アンケート並びに抗体検査の実施によ

り、今後の狂犬病対策に伴うヒトへの様々

なリスクを想定して、ヒトに対する狂犬病

対策を提言できる。 

 

E.結論 

 ヒトに対する狂犬病対策の提言するため

のアンケート並びに抗体検査の準備が終了

し、令和２年度以降に実施予定である。 
 

F.健康危険情報 

 なし 

 

G.研究発表 

1．論文発表 

1．Reevaluation of the efficacy of 

favipiravir against rabies virus using 

in vivo imaging analysis.Yamada K, 

Noguchi K, Kimitsuki K, Kaimori R, 

Saito N, Komeno T, Nakajima N, Furuta 

Y, Nishizono A. Antiviral Res. 2019 

Dec;172:104641. doi: 

10.1016/j.antiviral.2019.104641. Epub 

2019 Oct 28. 

2. A novel bat-associated circovirus 

identified in northern Hokkaido, 

Japan. Matsumoto T, Sato M, Nishizono 

A, Ahmed K. Arch Virol. 2019 

Aug;164(8):2179-2182. doi: 

10.1007/s00705-019-04286-x. Epub 2019 

May 20. 

3. 西園 晃. 狂犬病ワクチン,日本渡航医

学会『海外渡航者のためのワクチンガイド

ライン/ガイダンス 2019』作成委員会 

ISBN:978-4-87794-204-5 

4. 西園 晃. 狂犬病, グローバル時代の

ウイルス感染症, 日本医事新報社, 2019, 

159-164. 

5. 山田健太郎、西園晃． 狂犬病の未解

決課題に挑む, 最新医学「高病原性病原体

による感染症対策－BSL-4施設により変わ

る研究－」最新医学社、 2019，504-509 

 

2.学会発表 

1. 山田健太郎、栗林浩二、猪股直高、貝

森崚、君付和範、齊藤信夫、西園晃 

Screening and validation of a 

biomarker candidate applicable to 

preclinical diagnosis of rabies（ポス

ター発表）第 67回日本ウイルス学会学術

集会 東京 2019.10.29-31 

 

2. Kentaro Yamada, Akira Nishizono. 

Illuminating the stealth rabies virus 

infection with bioluminescence. (Oral 

Presentation). 22nd Intenationa 

Conference on Emerging Infectious 

Diseases in the Pacific Rim and 51st 

US-Japan Cooperative Medical Science 

Program (USJCMSP) Viral Panel Meeting, 

Bangkok, Thailand, 2020. 2. 24-27 

 

H.知的所有権の出願・登録状況（予定を含

む） 

①特許取得 

 なし 

 

②実用新案登録 

 なし 

 

③その他 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金 【新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業】 

わが国の狂犬病予防体制の推進のための研究 

(分担)研究報告書 

 

死亡動物の検査及び情報収集体制の強化 

 

研究分担者 井上 智 国立感染症研究所主任研究官 

 

研究要旨：我が国では昭和25年に施行された狂犬病予防法に基づく対策を行うことによ

って国内で狂犬病に感染する事例が60 年以上にわたって報告されていない。しかしな

がら、近年、日本の狂犬病に対するリスク管理措置が国際基準等に比べて非常に厳しい

との指摘が国際獣疫事務局（OIE）からなされ、また、総務省による規制の簡素合理化

に関する調査においても狂犬病予防注射の実施頻度を含めた在り方の見直しが指摘され

たことを受けて、現行の狂犬病予防に係る規制の分析に基づいた狂犬病予防体制推進の

方策を検討する研究が行われることとなった。本研究では、フランス、イギリス、オー

ストラリア、台湾における狂犬病のサーベイランスについて調査を行うことによって日

本において偶発的な狂犬病発生や潜在的な狂犬病発生リスクに対処可能な動物の狂犬病

サーベイランスに係る検査及び情報収集体制の整備強化を可能にする方法の検討をおこ

なった。 

A. 研究目的  

日本の狂犬病に対するリスク管理措置が

国際基準等に比べて非常に厳しいとの国際

獣疫事務局（OIE）による指摘と総務省によ

る規制の簡素合理化に関する調査における

狂犬病予防注射の実施頻度を含めた在り方

の見直しに関する指摘を踏まえた現行の狂

犬病予防に係る規制の分析と狂犬病予防体

制推進の方策を検討するに際して必要な狂

犬病のリスク管理と危機対応の要である狂

犬病のサーベイランスのあり方について海

外の現状調査を行って日本における動物の

狂犬病サーベイランスとこれに係る検査及

び情報収集体制の強化を可能にすることが

本研究の目的である。 

 

B. 研究方法 

国立感染症研究所（感染研）で構築を進

めている狂犬病のラボラトリーネットワー

クを活用して現在先進的な取り組みを行っ

ているフランス、イギリス、オーストラリ

ア、台湾の関係機関における狂犬病のサー

ベイランスに関する現状等について調査を

行った。 

 

C. 研究結果 

 

■ フランス 

 

フランスには国内だけでなくEU及びWHOの

狂犬病レファレンスセンターとしても国際

的に重要な研究拠点の役割を果たしている

パスツール研究所の狂犬病ユニット（パス

ツール研究所）とフランス食品環境健康安

全機構の狂犬病野生動物ナンシーラボラト

リー（ナンシーラボ）があることから、両

機関を2020年2月に訪問して、フランスとヨ

ーロッパにおける狂犬病のサーベイラン

ス、診断、疫学調査等の実際と課題等につ

いて調査と意見交換を行った。 

パスツール研究所は患者対応とヒトに危

害を及ぼした動物の検査と調査研究に特化

しており、他方、ナンシーラボはヒトと接

触履歴のない狂犬病疑い動物の検査と疫学

調査及び経口ワクチンを使用した野生動物

対策を行っている。 

フランスはイヌの狂犬病を20世紀前半に

制圧した後、ヨーロッパで流行が拡大した

キツネの狂犬病を制御するために1980年代

から経口ワクチンの散布を開始して2001年

にフランス国内の狂犬病を制圧することに

成功したが、海外で感染したヒトや同行し

たイヌが帰国後に狂犬病を発症する事例が

しばしば報告されており、狂犬病の疑われ
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る患者や疑い動物に対する検査体制の強化

がしばしば行われてきた。   

狂犬病が疑われる患者の検査は毎年10人

から25人行われており、1995年から2016年

の10年で250症例中7例が狂犬病陽性と報告

されている（資料１）。患者はアフリカで

感染した6例とアジアで感染した1例であ

り、5例がイヌからの感染で、2例は加害動

物不明であった。フランス国内では、毎年

4,000人を超える暴露後のワクチン接種

（PEP）が行われており（資料３）、加害動

物はイヌ（65％）、ネコ（22％）、野生動

物（9％）と報告されている（資料４）。ま

た、海外で狂犬病に曝露してPEPを行った患

者が咬傷等の危害を受けた場所はアジアと

アフリカを合わせて80％をしめているが、

2006年からアジアでの曝露が増加して2016

年には60％に増加している（資料５）。 

20世紀後半に、世界中で野生動物で狂犬

病の流行が報告されるようになり、特にコ

ウモリを宿主とする新しいリッサウイルス

の発見が相次ぎ、フランスにおいても1989

年にEuropean bat 1 lyssavirus（EBLV-1）

がコウモリに見つかったことによりサーベ

イランスを行って2004年までに934検体を検

査して21検体のコウモリ（Eptesicus 

serotinus）からEBLV-1が報告された。その

後、2003年と2007年にコウモリからネコに

伝搬したEBLV-1が分離され、また、2009年

にEBLV-1を実験感染させたキツネの発症が

確かめられて、コウモリから野生動物に感

染したEBLV-1が定着して新しい狂犬病流行

の原因となることが危惧された。 

動物の狂犬病サーベイランスはイヌやネ

コなどのペット動物と野生動物を対象にし

て行われていたが、2001年から積極的サー

ベイランスが開始されて、毎年1,500検体以

上の検査が行われた。パスツール研究所で

は1000件以上のヒトに危害を加えた狂犬病

疑いの動物、ナンシーラボでは500件以上の

ヒトに危害を加えていない狂犬病疑いの動

物が検査されている。 

現在、ヨーロッパでは5種類のコウモリ由

来リッサウイルスが報告されており、フラ

ンスのコウモリからは、EBLV-1、European 

bat 2 lyssavirus（EBLV-2）、Bokeloh bat 

lyssavirus (BBLV) が見つかっている。な

お、2003年-2016年に行われたサーベイラン

スでは 3.9%（16 / 402 検体）のコウモリ

がリッサウイルス陽性であったが、この数

値は1989年-2013年に報告された陽性率 

1.96%（48 / 2447 検体）のほぼ2倍であっ

た（資料６）。 

動物の狂犬病サーベイランスと共に公衆

衛生対策のためにコウモリと接触した市民

の医療機関受診状況と健康危害に関する行

政相談についての全国調査が実施されてい

る（資料７と８）。リッサウイルスの検査

が行われたコウモリは、2003年-2016年の期

間で、425頭におよび、その種類も5科24種

と多様ではあるが、市民と接触した健康危

害度の高いコウモリは、Pipistrellus 

pipistrellus （29.6%）、Eptesicus 

serotinus（11.5%）、Pipistrellus kulhii

（11.5%）の3種であった（資料９）。 

コウモリと接触した市民の医療相談件数

は、2003年-2016年で1716件であり、毎年10

万人に2人が医療機関を受診した計算とな

る。なお、受診者の89.1%がPEPを行ってお

り、15歳以下の子供が20.2％、大人が

79.8％であった（資料10）。また、手で触

れた事例が43.8%、咬まれた事例が42.8%、

引っ掻かれた事例が6.6%、コウモリの唾液

に触れた事例が3.3%となっており、これ以

外にコウモリが飼育していたペットと接触

した事例が24.0%報告されている。なお、患

者が接触したコウモリの78.6%は生体であ

り、病気か外傷のあったコウモリが20.7%、

死亡個体が15.5%と報告されている（資料

11）。また、医療機関でPEPを受診する患者

は郊外で休暇を楽しむ機会の多い夏に著し

い増加しており、コウモリの冬眠時期とか

さなる冬場は接触症例数が少ない（資料

12）。 

フランスでは狂犬病の感染と発症が疑わ

れる患者の診断とPEPによる患者の曝露リス

ク対策を徹底するために、医師および獣医

師それぞれで定期的な狂犬病の医療と診断

技術に係る全国研修会を開催することによ

って医・獣医療と予防法に係る最新知見と

国内外における流行トレンド等の近況更新

を行うことで意識の向上と狂犬病の感染源

動物に対するサーベイランスの重要性につ

いて普及啓発を強化継続していた。 

また、ナンシーラボでは、日本における

狂犬病の予防対策とサーベイランスの構築
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に係る現状等（資料13）を紹介してヨーロ

ッパにおける狂犬病感染源動物に対する豊

富な知見と実績について情報共有と施策に

対する助言等を得た。 

現在、パスツール研究所とナンシーラボ

の狂犬病専門家の協力を得ながらフランス

国内とEU諸国内で行われている動物のサー

ベイランス強化に係る診断技術の詳細とレ

ファレンスに係る関係資料等を共有するこ

とによって、これらを参考にしながら持続

可能な動物の狂犬病サーベイランス構築に

ついて意見交換を継続している。 

 

※参考資料 

・ Overview report: Rabies eradication 

in the EU. DG Health and Food 

Safety. European Commission. 2017.  

・ Work Program of EURL for Rabies: 

PERIOD-2018-2019-2020.  

・ ANSES: European Union Reference 

Laboratory For Rabies Technical 

Report for 2018. Nancy Laboratory 

for Rabies and Wildlife, April 

2019.  

・ ANSES: Review of the analysis 

related to rabies diagnosis and 

follow-up of oral vaccination 

performed in NRLS in 2018. June 

2019. 

・ European Commission: SANTE-2017 

11939, REPORT ON THE TASK FORCE 

MEETING OF THE RABIES SUBGROUP, 

Bucharest, Romania, 204 October 

2017.  

・ European Commission: Working 

document SANCO/12915/2012 Rev.2. 

Animal disease eradication, control 

and surveillance programs, 

Indicators.  

・ Official Journal of the European 

Union: Regulation (EC) No 882/2004 

of the European parliament and of 

the council of 29 April 2004. On 

official controls performed to 

ensure with verification of 

compliance with feed ad food law, 

animal health and animal welfare 

rules.   

・ Official Journal of the European 

Union: COMMISSION REGULATION (EC) 

No 737/2008 of 28 July 2008. 

Designating the Community reference 

laboratories for crusacean 

diseases, rabies and bovine 

tuberculosis, laying down 

additional responsibilities and 

tasks for the Community reference 

laboratories for rabies and bovine 

tuberculosis and amending Annex VII 

to Regulation (EC) No 882/2004 of 

the European Parliament and of the 

Council.  

・ Official Journal of the European 

Union: COMMISSION REGULATION (EC) 

No 208/2011 of 2 March 2011. 

Amending Annex VII to Regulation 

(EC) No 882/2004 of the European 

Parliament and of the Council and 

Commission Regulations (EC) No 

180/2008 and (EC) No 737/2008 as 

regards lists and names of EU 

reference laboratories. 

 

■ 英国 

 

英国は日本同様に狂犬病のない国であっ

たが、ヨーロッパにおいて新型のリッサウ

イルスが報告されたことを受けて、1987年

から動物衛生獣医診断機構（Animal Health 

and Veterinary Laboatories Agency）が、

コウモリ保全団体等の協力を得て、11,500

頭を越す死亡もしくは傷病コウモリの検体

を検査して、リッサウイルス陽性のコウモ

リを1996年と2002年に報告しているが、不

幸なことにスコットランドのコウモリ活動

家がリッサウイルスに感染して2002年に死

亡している。 

現在、英国における狂犬病対策について

は、2014年に構築された、英国狂犬病専門

家グループ（The Great Britain Exotic 

Disease core Group for Rabies）による公

的な助言が施策に強く反映されており、同

専門家グループは、動物福祉、コウモリ保

全団体、獣医学の専門家に公衆衛生領域と

地域行政の専門家を交えて行政施策の観点

を含めた科学的助言を可能にしている。な
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お、実務レベルでは、英国の動植物衛生機

構（Animal and Plant Health Agency）と

関係機関が提供する戦術と英国環境・食

料・農村地域省（Department for 

Environment Food and rural Affairs）が

提供する政策を英国疾病制御センター

（Natoinal Disease Control Centre）が統

合して実施している。 

 

※参考資料 

・ Department for Environment Food & 

Rural Affairs: Rabies control 

strategy for Great Britain. June 

2018, Revised August 2019.  

 

■ オーストラリア 

 

オーストラリアでは厳しい動物検疫によ

って海外から動物の狂犬病が侵入するのを

防いでおり、1987年と1990年にアジアで狂

犬病ウイルスに感染した輸入狂犬病の患者

が報告されているのみであったが、1995年

にコウモリのリッサウイルスが報告されて

からは、1996年、1998年、2013年に国内で

感染した3名が死亡しており、リッサウイル

スのサーベイランスを行って毎年200頭近い

コウモリの検査によって、2018年までに320

頭（クイーンズランド州で211頭、ニューサ

ウスウェールズ州で70頭、西オーストラリ

ア州で19頭、ビクトリア州で15頭、北部準

州特別地域で4頭、南オーストラリアで1

頭）の陽性が報告された。 

また、1996年から2002年にかけて積極的

サーベイランスによって無作為に集めた死

亡コウモリについて狂犬病の検査を行った

ところ、リッサウイルス陽性個体の比率が

1％以下であり、臨床的に健康なコウモリと

の接触でリッサウイルスに感染するリスク

はほぼゼロで、神経症状等の見られる傷病

コウモリを調査することで効率に感染個体

を検出できることを報告している（資料

14）。 

 

※参考資料 

・ Animal Health Australia (2018). 

Overview (Version 4.0). Australian 

Veterinary Emergency Plan 

(AUSVETPLAN), Edition 4, National 

ViosecurityCommittee, Canberra, 

ACT.  

 

■ 台湾 

 

台湾は 1961年にイヌの狂犬病を淘汰して

清浄地域となったが、海外からの狂犬病侵

入リスクが見直されて 2001年から動物の狂

犬病サーベイランスが開始されて感染源と

なりえる動物対策が強化されたが、2013年

に台湾固有の狂犬病ウイルスが在来のイタ

チアナグマに侵淫していたことが報告され

て、現在も台湾島の北端を除くほぼ全島の

イタチアナグマで狂犬病の流行が継続して

いる（資料 15）。 

また、アジアを含めた世界各地で新種の

リッサウイルスによるコウモリの狂犬病が

相次いで報告されたことを受けて 2008年か

ら台湾のコウモリ保全団体の協力を得てコ

ウモリの狂犬病サーベイランスを強化し

て、2016年にアブラコウモリ（Japanese 

Pipistrelle）、2017年に山コウモリ

（Mountain Noctule）からそれぞれ新種の

リッサウイルスを発見している（資料

16）。 

台湾政府がイタチアナグマの狂犬病を摘

発できたのは1999年から始められた動物の

狂犬病サーベイランスに負うところが大き

く、2017年11月に台北市で開催されたAPEC

野生動物狂犬病ワークショップにおいて

も、アジア地域でも野生動物のサーベイラ

ンスを強化することの必要性と、特にコウ

モリ由来リッサウイルスの疫学調査につい

て議論がなされた。 

狂犬病の動物サーベイランスにおける特

徴は、通常の施策では可視化が困難な野生

動物調査であり、長い潜伏期を経て発症し

ないと感染が伝搬されないが神経症状を呈

した行動異常や死亡動物の調査である。近

年、台湾では野生動物の交通事故等による

路上死調査に情報技術（IT）を利用した市

民の参加が試みられており、野生動物の狂

犬病サーベイランスに活用されている（資

料17）。 

 

D. 考察 
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日本では狂犬病の発生動向を把握するた

めに患者を狂犬病と診断した医師による届

出（感染症法）と、狂犬病に罹患した、も

しくは疑いのあるイヌなどを診断ないし死

体を検案した獣医師による保健所長への届

出（狂犬病予防法）が義務付けられてお

り、自治体においては狂犬病が国内で発生

した場合を想定して策定された「狂犬病対

応ガイドライン」に基づいた実際的な対応

マニュアルの作成と発生時を想定した机

上・実地訓練によって体制整備の強化が進

められている。 

狂犬病清浄地域とされてきた台湾で野生

動物（イタチアナグマ）に狂犬病が報告さ

れたことを受けて 2014年に「国内動物を対

象とした狂犬病検査実施について」（健感

発 0804 第 1 号：平成 26 年 8 月 4 日）と

「動物の狂犬病調査ガイドライン」が都道

府県・保健所設置市・特別区の衛生主管部

（局）長宛に通知されて、野生動物を含め

た動物の狂犬病サーベイランスと野生動物

で狂犬病が発見された場合のヒトの健康危

害防止と続発事例の摘発・防止・監視対応

について準備が可能となり、厚生労働省主

催による狂犬病予防業務技術研修会（技術

研修会）が全国の地域ブロックで開催され

た。 

技術研修会では，①国内動物を対象とし

た狂犬病検査を可能にするための動物検体

の確保・移送・解剖，②検体の取り扱い方

法，③バイオセーフティの強化，④自治体

間での狂犬病対応マニュアル・関係部局間

連携・模擬訓練等実施情報の共有，⑤能動

的・実践的なアクティブ・ラーニングを取

り入れた参加型グループディスカッション

による体制整備状況の理解と課題解決に向

けた議論などが行われたが、コウモリを含

めた野生動物の狂犬病サーベイランスにつ

いてはまだ多くの自治体が準備を進めてい

るにとどまっている。 

本研究班において、フランス、イギリ

ス、オーストラリア、台湾における狂犬病

サーベイランスの現状と実際について現地

調査等を行うことによって、改めて、コウ

モリを含めた野生動物の狂犬病サーベイラ

ンスを継続して行うことの必要性と重要性

が明らかとなった。 

フランスの取り組みからは、狂犬病のサ

ーベイランスでは医療機関と獣医・環境系

等とを連携させた ”One Health” アプロ

ーチによって患者発生予防と潜在的な狂犬

病リスクへの対応が並行して行える仕組み

の必要性が明確となり、パスツール研究所

とナンシーラボの専門家と共にサーベイラ

ンス構築の詳細について情報共有と分析を

継続している。 

英国の取り組みからもコウモリを含めた

野生動物の狂犬病サーベイランスが危機管

理対応としての早期探知に大変有効であ

り、これを背景にした医療・獣医療・環境

及び公衆衛生の専門家を統合した ”One 

Health” アプローチの準備と行政施策にお

ける各分野からの専門的な助言を反映させ

るシステムは医療現場や野外調査地を抱え

る自治体にとってシステム構築の際に有益

な知見になると考えられた。 

オーストラリアにおいてもコウモリの狂

犬病サーベイランスの必要性と意義につい

て確認をすることができたが、特に陸生の

食肉目と異なる生態と狂犬病の特徴的な病

態を踏まえた費用対効果の高いサーベイラ

ンスシステムの構築に係る情報共有を引き

続き継続することが必要であると考えられ

た。 

台湾が想定外の野生動物における狂犬病

の流行を探知することができた背景には、

常に海外における狂犬病の流行トレンドを

分析しながら成果を施策に適時反映をさせ

て野生動物を含めた狂犬病の動物サーベイ

ランスを更新してきたことにあると考えら

れる。特に、動物の狂犬病サーベイランス

を構築する際に獣医学領域にとどまらず、

狂犬病の対象宿主の専門家となる環境や生

態学の専門家を交えてコウモリ由来の未知

のリッサウイルスを探知した経緯等は、日

本で動物の狂犬病サーベイランスを構築す

る上で貴重な知見となりえるため引き続き

現地の専門家と関連情報等の共有と意見交

換が必要と考えられた。また、市民の自然

保護や環境保全の啓発を目的とした野生動

物の交通事故等における路上死亡動物の調

査を動物の狂犬病サーベイランスに活用す

る試みは自治体の行政的対応では収集等が

難しい動物検体や関連情報を将来積極的に

入手する方法として期待された。 
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※参考資料 

・ 狂犬病ガイドライン2001

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenko

u/kekkaku-kansenshou18/pdf/05-

01.pdf） 

・ 狂犬病ガイドライン2013

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenko

u/kekkaku-

kansenshou18/pdf/guideline2013.pdf

） 

・ 動物の狂犬病調査ガイドライン

（http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenko

u/kekkaku-kansenshou10/dl/140826-

01.pdf） 

・ 国内動物を対象とした狂犬病検査の実

施について（協力依頼）（健発0804第1

号：平成26年8月4日） 

 

E. 結論 

 

本研究において、フランス、イギリス、

オーストラリア、台湾における狂犬病サー

ベイランスの現状と実際について調査等を

行うことで、改めて、コウモリを含めた野

生動物の狂犬病サーベイランスを構築して

継続することの必要性と重要性が明らかに

なった。 

現在、（１）医療機関と獣医・環境系等

とを連携させた ”One Health” アプロー

チの仕組み、（２）コウモリを含めた野生

動物の生態と狂犬病の特徴的な病態を踏ま

えた費用対効果の高いサーベイランスシス

テム、（３）ITを活用した野生動物の交通

事故等における路上死亡動物の調査を利用

した動物の狂犬病サーベイランスについて

海外の専門家からより詳細な情報を入手し

つつ、日本で可能なサーベイランスのシス

テムモデルを構築するための検討を自治体

や医療・獣医療の専門家と共に継続してい

る。 

 

謝辞：本研究において，貴重な情報の提供

と意見交換・議論等をして頂いた海外の専

門機関の狂犬病専門家、国内の自治体・大

学等の関係各位，海外の関係機関の専門家

各位に深謝いたします． 

 

F. 健康危険情報 

 

なし 

 

G. 研究発表 

 

1. 論文等発表 

なし 

 

2. 学会発表 

 

1) 兼子千穂，有川玄樹，目堅博久，坊薗慶

信，山田健太郎，伊藤（高山）睦代，堀

田明豊，井上 智，三澤尚明．官学が連

携した狂犬病対策の取り組みと野生動

物モニタリングの展開．令和元年度日本

獣医師会獣医学術学会年次大会．東京国

際フォーラム．2020 年 2 月 7 日-9 日，

千代田区，東京都． 

 

3. 講演・会議等 

なし 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

  なし 

１. 特許取得 

  なし 

２. 実用新案登録 

  なし 

３. その他 

  なし 
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厚生労働科学研究費補助金  

【新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業】 

わが国の狂犬病予防体制の推進のための研究 

(分担)研究報告書 

 

国内外の動物用狂犬病ワクチンの安全性に関する情報の収集と考察 

 

分担研究者：伊藤直人 岐阜大学 応用生物科学部・教授 

 

日本およびアメリカで認可されている動物用狂犬病ワクチンの市販後の安全性について調査を実施した。

関連するデータベースおよび文献から同ワクチンの副作用に関連する情報を収集し、安全性に関する考察

を行った。その結果、日本のワクチンの副作用発現率が 100000ドーズあたり 0.7件と著しく低いことが

判明した。この値は、アメリカのワクチンの副作用発現率よりも 10倍以上低いことが明らかとなった。

以上の成績より、日本の動物用狂犬病ワクチンが、海外のワクチンと比較しても高い安全性を有している

ことが示唆された。 

 

A. 研究目的 

狂犬病は、重篤な神経症状、ほぼ 100%の高い致

死率を特徴とするウイルス性人獣共通感染症であ

る。現在も有効かつ確実な治療法は確立されていな

い。一方、1880年代にパスツールによって初の狂

犬病ワクチンが開発されて以降、本病の予防を目的

としたワクチン接種が各国で実施されている。しか

し、ワクチンの普及が不十分なアジアやアフリカの

発展途上国を中心として毎年 5.9万人が本病により

死亡している。犠牲者の 99%以上が犬を介して狂犬

病に罹患していることから、犬へのワクチン接種が

本病を制圧する上で極めて重要と考えられている。 

日本では、１９５７年における猫での 1例を最

後に狂犬病の撲滅に成功した。1950年に施行され

た狂犬病予防法に基づき、飼育犬の登録や毎年 1回

のワクチン接種（1985年以前は毎年 2回）の義務

化など、徹底した感染源対策を実施したことが我国

における狂犬病の撲滅つながったと考えられてい

る。現在も日本では、海外の流行国からの狂犬病の

侵入・定着の阻止を目的として、狂犬病予防法に基

づき、犬に対するワクチン接種が継続されている。

しかしながら、日本獣医師会が、ペットフード工業

会による犬の飼育頭数の推測値（約 1,232万頭）に

基づき推定した犬のワクチン接種率は、平成 19年

において 41%と低いものだった（日本獣医師会ホー

ムページ、

http://nichiju.lin.gr.jp/report/pdf/kyoken_230

117.pdf）。このような低い接種率の原因としては

様々な要因が推測できるが、ワクチンの副作用に対

する犬の飼主の不安も一因として考えらえる。 

1985年から現在まで、日本では、動物用狂犬病

ワクチンとして、アジュバントを含まない組織培養

由来不活化ワクチンが使用されてきた。現時点にお

いて、これ以外の種類のワクチンは認可されていな

い。一方、我国における狂犬病対策の今後を考える

上で、海外で認可されている種々の動物用狂犬病ワ

クチンの特徴と安全性に関する情報の蓄積が重要と

なると考えられた。 

そこで令和元年度は、日本およびアメリカで認

可されている動物用狂犬病ワクチンの市販後の安全

性について、関連するデータベースおよび文献から

情報を収集し、考察を行った。 

 

B. 研究方法 

1) 日本の動物用狂犬病ワクチンの副作用に関する

情報収集 

農林水産省動物医薬品検査所のホームページに

公開された動物用医薬品等副作用データベース

（https://www.vm.nval.go.jp/sideeffect/）を用

いて情報収集を行った。「品名」の入力項目に「狂

犬病」と入力した後に検索を行うことで、得られた

副作用の報告件数を年別にまとめた。また、ワクチ

ン接種と副作用の発現の因果関係の判断の 4分類

（因果関係があると考えられる、因果関係がないと

はいえない、因果関係がないと考えられる、不明）

のうち、「因果関係があると考えられる」と判断さ

れた件数についても年別に集計を行った。さらに、

過去に発表された学術論文から、2004年度（平成

16年）における副作用の発現率に関する知見を得

た。 

 

2) アメリカで認可された動物用狂犬病ワクチンと

それらの安全性に関する情報収集 

過去に発表された学術論文の知見に基づき、ア

メリカで認可された動物用狂犬病ワクチンの種類と

安全性について調査した。また、各ワクチンメーカ

ーのホームページから不活化狂犬病ワクチンの組成

に関する情報を得た。 

 

（倫理面からの配慮について） 

該当なし 

 

C. 研究結果 
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1) 日本の動物用狂犬病ワクチンの副作用に関する

情報収集 

動物用医薬品等副作用データベースを用いた検

索の結果、2002年〜2019年の 18年間において、狂

犬病ワクチンに関連して、合計 358件の副作用の発

生事例が犬において報告されていたことが明らかと

なった。そのうち、134件が狂犬病ワクチンの接種

と「因果関係があると考えられる」と判定されてい

る。副作用の報告数の年次推移を調べた結果、2011

年および 2018年の報告件数がともに 33件と多かっ

たものの、毎年 9〜22件の報告があった（図１）。

2018年に「因果関係があると考えられる」と判定

された事例が 20件と最も多かったものの、それ以

外の年は、0〜12件の範囲となった。 

 
厚生労働省のホームページ

（https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-

kansenshou10/01.html）によると 2018年度（平成

30 年度）の予防接種頭数が 4,441,826 であったこ

とから（2）、副作用の報告の多かった同年度にお

ける 100,000ドーズあたりの副作用報告件数は、約

0.7 件であったと算出された。 

一方、蒲生ら（日獣会師 61、2008）は、2004年

度（平成 16年度）の副作用報告数 28件、推定接種

頭数 4,799,555から副作用発現率を算出し、0.6 x 

10-5という結果を得た。この数字を、100,000ドー

ズあたりの副作用報告件数に換算すると約 0.5件と

なる。なお、上記の報告は、狂犬病ワクチンの副作

用発現率が犬用の混合ワクチンよりも有意に低いこ

とを示している。 

 

2) アメリカで認可された動物用狂犬病ワクチンの

安全性に関する情報収集 

Brownら（JAVMA 248, 2016）は、当時、米国に

おいて認可されていた狂犬病ワクチン 19種類をリ

ストアップした上で、特定のワクチンと副作用の発

現を関連づける疫学的な情報はないことを報告し

た。なお、リストアップされたワクチンには、カナ

リア痘ウイルスやワクシニアウイルスをベースとし

た組換え生ワクチンも含まれている 

上記のリストより、多くのワクチンメーカーが

一般的な組織培養由来不活化ワクチンとして、1年

または 3年の免疫持続期間を保証する 2種類のワク

チンを販売していることがわかった。すべてのワク

チンについて確認することはできなかったものの、

各ワクチンメーカーがホームページに公開している

情報により、1年および 3年の持続期間を保証する

不活化ワクチンの両者に、多くの場合、アジュバン

トが添加されていることが明らかとなった。 

一方、Franaら（JAVMA 232, 2008）は、アメリ

カで認可された狂犬病ワクチン 100,000ドーズあた

りの副作用報告件数が 8.3 件であることを報告し

た。 

 

D. 考察 

2002年から 2019年の期間における日本の動物

用狂犬病ワクチンの副作用報告数は、年ごとに多少

の増減があるものの、ほぼ一定であった（図 1）。

上記の期間のうち、副作用報告数ならびに「因果関

係があると考えられる」と判定された件数が最も多

かった 2018年度に着目し、100,000ドーズあたり

の副作用報告件数を算出した結果、約 0.7件となっ

た。これは、蒲生ら（日獣会師 61、2008）の報告

に基づき算出された 2004年度の約 0.5件と極めて

類似した値となった。一方、アメリカの狂犬病ワク

チンの 100,000ドーズあたりの副作用報告件数は、

8.3件と日本のワクチンよりも 10倍以上高かっ

た。両国の副作用報告システムが異なるため直接的

な比較は困難であるものの、上記の成績は、日本の

動物用狂犬病ワクチンのほうがアメリカのものより

も副作用の発現率が低いことを示唆している。今回

の調査では、日本のワクチンとは異なり、アメリカ

の不活化ワクチンの多くにアジュバントが添加され

ていることが明らかとなった。このようなアジュバ

ント添加の有無が副作用の発現率に影響している可

能性が考えられた。 

今回の調査により、アメリカでは、1年または 3

年の免疫持続期間を保証する 2種類以上の不活化ワ

クチンが同一のメーカーによって製造・販売されて

いることが確認された。そのようなメーカーは、当

時、合計 4社存在したようである。各メーカーが免

疫持続期間が異なる 2種類以上のワクチンを販売す

る理由については今回の調査では明らかにすること

ができなかった。また、そのような持続期間の異な

るワクチンの組成にどのような違いがあるのかにつ

いても不明のままである。これらの点については、

今後の調査を通じて明らかにしていきたい。 

 

E. 結論 

日本およびアメリカの動物用狂犬病ワクチンの

安全性に関する情報を収集し、検討を行った結果、

日本のワクチンの副作用発現率が極めて低いことが
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図1．狂犬病ワクチンに関連した副作用の報告数

農林水産省動物医薬品検査所のホームページに公開された動物用医薬品等副作
用データベースの情報に基づき作成。 各年の報告数を「因果関係があると考
えられる」事例（灰色）とそれ以外（「因果関係がないとは言えない」「因果
関係がないとは言えない」「不明」）に区分された事例（白）に分けて示した。
したがって、グラフの高さは、報告の総数を示す。
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明らかとなった。また、この発現率は、アメリカの

ワクチンよりも著しく低いことが示唆された。 

 

H. 健康危険情報 

 該当なし 

 

I. 研究発表 

1.論文発表 

該当なし 

 

2.学会発表 

該当なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１. 特許取得 

  該当なし 

 

２. 実用新案登録 

  該当なし 

 

３. その他 

 該当なし 
 
      
 


